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　本年4月1日付けの人事異動により、新宿労働基準監督署長に着任いたし
ました。どうぞよろしくお願いいたします。
　新宿労働基準協会の会員事業場の皆様方には、平素より監督署の業務運
営に格別のご理解とご協力をいただいておりますことに、厚くお礼申しあ
げます。
　22・23年度の2年間は、渋谷労働基準監督署に勤務しておりました。渋
谷駅周辺部を中心とする再開発が、いよいよ本格的に始動し、本年4月に
は駅前の大規模商業施設である「ヒカリエ」が開業します。新規に多くの
事業者が参入され、それに伴って雇用も創出されるものと思います。しか
し、一方では賃金不払いや解雇に関する申告・相談や立替払い制度の適用
などが過去10年で最高の件数に達していましたし、恒常的な長時間労働を
原因とする脳や心臓の疾患、精神疾患による労災請求が後を絶ちません。
渋谷という町の「光と陰」をみる思いがいたしておりました。

　新宿署には、30年を超える公務員生活で1度も勤務したことがありません。　
　管内状況と行政課題については現在修得中ですが、前任署長から引き継いだところでは渋谷署の管内状
況と行政課題を一回り大きくしたような印象です。
　昨年の東日本大震災以降、一部には景況の回復も伝えられていますが、管内事業者の大半を占める中小・
零細規模事業場の状況は依然として厳しいものがあるようです。賃金不払いや解雇に関する労働者からの
申告・相談、立替払いの申請は22年の最悪の状況からは脱したようですが、依然として高水準で推移し
ており、私ども監督署の真価が試されている時期でもあると思います。
「相談・申告に懇切丁寧な対応を図る」ことは24年度も行政運営の基本方針であることに変わりません。

　労働災害防止の分野では、極めて懸念すべき状況にあると引き継ぎました。新宿署管内における23年
の死亡災害は、震災関連の被災者の方々が含まれているとはいえ前年の4倍増、8件を数えました。また、
休業4日以上の労働災害も、3月末の速報値で700件を超え、前年比11%の増加となっています。このよ
うな労働災害の増加傾向は、新宿署管内だけに留まらず全国的にも、また東京局全体にも認められる傾向
であり、この背景に建設業、道路貨物運送業、ビルメン業などの業種において、災害発生件数が増加に転
じているという共通した原因が分析されています。本年度は、第11次労働災害防止計画の最終年度にあ
たりますが、その年度開始に先立ち1月に「東京ゼロ災害運動」が提唱されましたのは、それだけこの課
題が緊急の取組を要しているということです。
　また、心と体の健康確保の課題については、事業場内における安全衛生管理体制の整備、とくにメンタ
ルヘルス対策の分野で着実な前進がはかられていると評価しています。
　しかし、労災補償請求の状況を見ていますと、脳や心臓の疾患にかかる請求件数が高い水準にとどまっ
ていること、さらに、精神疾患にかかる請求件数の増加傾向が顕著であることです。行政として、不幸に
してこれら疾患を発症され、労災補償請求を受けた時に迅速・適正に処理することはもちろんですが、未
然の防止措置をお願いすることこそ喫緊の課題であると考えています。長時間・過重労働の防止、メンタ
ルヘルス対策の推進が、いよいよ重点課題中の重点となっています。
　以上、労働基準行政の諸課題について、所信を申し上げました。貴協会と会員事業場のご発展を祈念し
て、着任のご挨拶といたします。

着任のごあいさつ

新宿労働基準監督署長

松村　登史
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平成２４年度 東京労働局行政運営方針の概要
東京労働局

　平成24年度の行政運営においては、次の3つの最重点目標を掲げ、東京労働局の各施策を効率的・効
果的に実施します。

最重点目標とその取組
− 働くことがむくわれる社会をめざして −

　誰もが健康で安心して働ける社会を実現するため、東京労働局、労働基準監督署及びハローワークは組
織の総力を挙げて取り組みます。

最重点目標

　◆　ハローワークのマッチング力を強化し、安定した雇用の実現を図ります。

　◆　働き過ぎ、賃金不払、解雇などの問題に、優先的に対応します。

　◆　男性も女性も安心して働ける環境を作ります。

最重点目標達成のための取組
　◆　ハローワークのマッチング力を強化し、安定した雇用の実現を図ります。

・�求職者ニーズの把握に努め、的確な求人開拓を行なうとともに求職者個々の状況に応じたきめ細やかな
マッチング支援を実施します。

・�新規学校卒業者等の求人確保を図り、学校との連携を強化して学卒ジョブサポーターによる就職支援を
実施します。

・企業の雇用管理の改善を図り、高齢者及び障害者の雇用を促進します。
・雇用保険制度の適正な運営により、労働者等の保護を図るとともに、早期再就職の実現を推進します。
・�求職者支援制度等の活用により、雇用保険を受給できない方等への職業訓練による能力形成を通じ、早

期就職の実現を推進します。
・�改正労働者派遣法も踏まえつつ、派遣元事業主、派遣先、職業紹介事業者に対して、法制度の周知徹底、

的確かつ厳正な指導監督を実施し、派遣労働者等の保護及び雇用の安定の充実を図ります。

　◆　働き過ぎ、賃金不払、解雇などの問題に、優先的に対応します。

・長時間労働の抑制、過重労働による健康障害の防止、賃金不払い残業の解消を図ります。
・賃金不払いや解雇などの申告事案に、優先的に監督指導などを実施します。
・労働災害防止対策、メンタルヘルス対策などの推進を図り、労働者の安全と健康の確保に努めます。
・改定された最低賃金の周知・広報と履行確保に努めます。
・労働に関する相談に的確に対応します。

　◆　男性も女性も安心して働ける環境を作ります。

・�妊娠・出産、育児休業等による不利益取扱、職場におけるセクシュアルハラスメント等に係る相談に、
的確かつ厳正に対応します。

・�改正育児・介護休業法の全面施行にあたり、中小企業とを中心に、改正内容の周知徹底を図り、規定整
備、制度の定着を促進します。

・パートタイム労働者と正社員との均等・均衡待遇の確保等を図ります。
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平成２３年申告事案の概要について
－平成２２年から減少も、申告受理件数は高水準で推移－

<東京労働局における平成23年申告事案概要>

・申告受理件数　　6,460件 （対前年比 −582件 −8.3%）

・申告事項の内容　賃金不払　5,299件 （ 同 −621件　−10.5%）

　　　　　　　　解　　雇　1,099件 （ 同 −126件　−10.3%）

・業種別件数　　　① その他の事業　1,422件 

② 商業　　　　　1,401件 

③ 接客・娯楽業　1,330件

○ �東京労働局（局長 山田 亮）は、管下18労働基準監督署・支署における平成23年（1月から

12月）に受理した申告事案（注）の概要を取りまとめた。

○ �平成23年の申告受理件数は、平成22年から減少したものの、世界的金融危機が発生した平成

20年と同水準であり、厳しい経済雇用情勢を反映し、高止まりの状況が続いている。

○ 取りまとめ結果は、別添のとおりである。

（注）�「申告」とは、労働者から労働基準監督機関に対して、労働基準関係法令に係る違反事実の通

告がなされることをいい、同通告を受けた労働基準監督機関は、事業場への臨検等により違

反事実の有無を確認し、違反事実が認められた場合には、事業主にその是正を勧告し、改善

させることにより労働者の救済を図ることをいう。
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1　申告事案の傾向について

ポイント1 ・・・件数の動向 （表1 ・ グラフ1参照）

・�平成23年の申告受理件数は6,460件（対前年比582件減、−8.3%）であり、過去10年間で4番

目に多い件数である。

ポイント2 ・・・申告事項の内訳 （表1 ・ グラフ1参照）

・申告受理件数を申告事項別にみると、

　賃金不払に係る申告が5,299件（対前年比621件減、−10.5%）

　解雇に係る申告が1,099件（対前年比126件減、−10.3%）となっており、賃金不払・解雇で

全体の93%を占めている。

  （注）�申告事項別の件数の合計は、1 名の労働者が複数の事項を重複して申告する場合もあるため、

申告受理件数とは一致しない。

ポイント3 ・・・業種別の内訳 （表2 ・ グラフ2参照）

・申告受理件数が多い業種は、

　① その他の事業（事務所等） 1,422件

　② 商業 1,401件

　③ 接客・娯楽業 1,330件

の順であった。

・主な業種の変動状況は、

　商 業 −対前年比220件減（−13.6%）

　教育・研究業 − 対前年比106件減（−30.7%）

　金融・広告業 − 対前年比70件減（−17.7%）

となっている。

2　今後の対応について

　申告事案は経済雇用情勢を反映し、高止まりの状況が続いている。

　申告事案については、労働関係の基本的ルールを定めた労働基準法等に違反するとして労働者が

労働基準監督署に救済を求めているものであることから、東京労働局及び管下18労働基準監督署・

支署においては、引き続き、申告・相談者が置かれた状況に配慮の上、懇切・丁寧な対応に留意し、

迅速・的確に処理を行うとともに、指導に従わず是正を行わない事業主に対しては送検手続をとる

など厳正に対処する。

【 別 添 】
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新規申告受理件数 賃金不払の件数 解雇の件数 その他の件数

13年 5,058 4,228 1,241 819

14年 5,559 （9.9） 4,336 （2.6） 1,239 （△ 0.2） 751 （△ 8.3）

15年 6,404 （15.2） 4,682 （8.0） 1,260 （1.7） 1,217 （62.1）

16年 5,568（△ 13.1） 4,656 （△ 0.6） 1,190 （△ 5.6） 505（△ 58.5）

17年 5,324 （△ 4.4） 4,516 （△ 3.0） 1,094 （△ 8.1） 333（△ 34.1）

18年 5,363 （0.7） 4,210 （△ 6.8） 1,164 （6.4） 542 （62.8）

19年 5,819 （8.5） 4,975 （18.2） 1,089 （△ 6.4） 500 （△ 7.7）

20年 6,567 （12.9） 5,392 （8.4） 1,272 （16.8） 451 （△ 9.8）

21年 7,463 （13.6） 6,183 （14.7） 1,421 （11.7） 451 （0.0）

22年 7,042 （△ 5.6） 5,920 （△ 4.3） 1,225（△ 13.8） 443 （△ 1.8）

23年 6,460 （△ 8.3） 5,299（△ 10.5） 1,099（△ 10.3） 498 （12.4）

（グラフ 1）申告受理件数の推移

【表１】新規申告受理件数の推移

注1） 増減率については、△は減を示し、また、小数点第２位を四捨五入して算出している。
注２） （ ）内は対前年増加率（％）である。

（注） �申告事項別の件数の合計は、1名の労働者が複数の事項を重複して申告する場合もあるため、申告受
理件数とは一致しない。
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【表２】 業種別申告受理件数

【グラフ２】 業種別申告受理件数

業種別申告受理件数
平成22年 平成23年
受理件数 受理件数 増減率（％）

製造業 337 325 −3.6%
鉱業 0 1

建設業 629 634 0.8%
運輸交通業 295 234 −20.7%
貨物取扱業 11 24 118.2%

農林業 4 1 −75.0%
畜産・水産業 0 0 0.0%

商業 1,621 1,401 −13.6%
金融・広告業 396 326 −17.7%
映画・演劇業 64 47 −26.6%

通信業 40 21 −47.5%
教育・研究業 345 239 −30.7%
保健衛生業 282 277 −1.8%
接客娯楽業 1,406 1,330 −5.4%

清掃・と畜業 185 178 −3.8%
その他の事業 1,427 1,422 −0.4%

合計 7,042 6,460 −8.3%
注1） 増減率については、△は減を示し、また、小数点第2位を四捨五入して算出している。
注2）「その他の事業」とは、法人の本社事業場や専門サービス業等をさす。
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平成２４年度ハローワーク新宿業務運営方針

　ハローワークを取り巻く環境の課題としては、世界的にも類を見ないレベル・速度で進

行する少子・高齢化による人口減少社会に直面する中、活力ある経済社会を持続させてい

くために、「若年者・女性・高齢者・障害者」等の労働者参入を進め、「あらゆる人が就業

意欲を実現できる全員参加型社会」を構築していくことが極めて重要となっています。こ

うした中で、ハローワーク新宿の果たすべき役割と期待はこれまで以上に大きくなってい

るものと認識しており、専門的支援施設を含めてあらゆる事業を一体的かつ戦略的に取り

組むこととしております。
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1.はじめに

　国際コンセンサス、日本版ガイドラインに基づい
て、平成23年8月22日、心肺蘇生法が改正され、
合わせて「救急蘇生法の指針」の改定がありました
のでお知らせします。改正内容は、一般の方がより
現場に直面した際に実践しやすい内容となっていま
す。いざというときに役立てば幸いです。

2.主な変更点

（1）「救命の連鎖」の改訂
　これまでの4つの鎖の輪を改め、成人・小児とも
に①「心肺停止の予防」、②「早期認識と通報」、
③「 一 次 救 命 措 置（CPR : Cardiopulmonary 
Resuscitation・AED:Automated External 
Defibrillator）」、④「二次救命措置と心拍再開後
の集中治療」となりました。

【参考】： 旧は、①「迅速な通報」、②「迅速な心
肺蘇生」、③「迅速な除細動」、④「二次救命措置」
でした。

（2）CPRの開始
　① �呼吸がない場合、死戦期呼吸の場合は直ちに

胸骨圧迫から心肺蘇生を開始します。
　② �人工呼吸がためらわれているときは、そのまま

胸骨圧迫だけを継続します。
（3）胸骨圧迫の部位
　胸骨圧迫部位は胸骨の下半分とし、その目安は「胸
の真ん中」とします。（真ん中とは左右の真ん中で、
かつ、上下の真ん中）

（4）胸骨圧迫の深さ・テンポ等
　① �成人では、胸が少なくとも5cm沈むように圧迫

します。（小児・乳児は、胸の厚さの約1/3）
　② �1分間に、少なくとも100回のテンポで圧迫し

ます。
（5）小児のAED
　① �未就学時（おおよそ6歳）までは小児用パッドを

使用します。（小学生以上は成人用パッド）
　② �1歳未満の乳児にもAEDを使用できるようにな

りました。

3.アルゴリズム（成人と小児）

（1）反応の確認
　肩を軽くたたきながら大声で呼びかけても何ら応
答やしぐさがなければ「反応なし」とみなしてくださ
い。周囲の方がいれば、救急通報（119番）とAED
の手配を依頼してください。

（2）呼吸の確認
　気道確保を行う必要はないが、胸と胸部の動きの
観察に集中します。ただし、呼吸の確認に10秒以上
かけないでください。

（3）CPRの適応と判断
　傷病者に反応がなく、呼吸がないか、異常な呼吸

（死戦期呼吸）が認められる場合は心肺停止と判断し
てください。

（4）CPRの開始
　CPRは、直ちに胸骨圧迫から行います。人工呼吸
ができる場合は、頭部後屈あご先挙上法により気道
を確保して、胸骨圧迫と人工呼吸を30:2で行いま
す。

（5）AEDの開始
　AEDは、未就学（おおよそ6歳）の小児に対しては、
小児用パッドを用います。小児用パッドがない場合は、
成人用パッドで代用します。電気ショック後は、すぐ
に胸骨圧迫を再開してください。救急隊員が到着し
て引き継ぐまで繰り返します。
＊ �小児の心停止の他、呼吸原性の心停止（溺水、気

道閉塞等）等では、人工呼吸を組み合わせること
が望ましいとされています。

＊ �日常業務として蘇生を行う場合は、救急蘇生法の
指針（医療従事者用）に示されている医療機関用
BLS（Basic Life Support）アルゴリズムに従
い、これまでどおり気道確保を行ってから呼吸と脈
拍を確認します。

【参考ホームページ】
▼日本医師会「救急蘇生法サイト」
　パソコン:http://www.med.or.jp/99/
　携帯電話:http://med.or.jp/mobile/99
▼大切ないのちを救う心肺蘇生法CABDカード
　http://www.med.or.jp/99/cabdcard.pdf

「新しい心肺蘇生法（CPR）」の紹介
新宿地域産業保健センターだより
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「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」
の答申について

～有期労働契約の在り方について～
厚生労働省労働基準局

　厚生労働省の労働政策審議会は3月16日、諮問を受けていた「労働契約法の一部を改正する法律案要

綱」について「おおむね妥当」と答申した。この法律案要綱は、昨年12月26日の同審議会の建議「有期

労働契約の在り方について」に基づいたもので、2月29日に厚生労働大臣から同審議会に諮問していたも

のです。

　答申を踏まえ、厚生労働省では、開会中の通常国会に改正法案を提出する予定です。

　法律案要綱のポイントは次のとおりとなっています。

【法律案要綱のポイント】
有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換有期労働契約が 5 年を超えて反復更新された場合（※
1）は、労働者の申込みにより、無期労働契約（※ 2）に転換させる仕組みを導入する。
　（※ 1�）原則として、6 か月以上の空白期間（クーリングオフ期間）があるときは、前の契約期間を通

算しない。
　（※ 2）別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。
2.「雇止め法理」の法定化
　　雇止め法理（判例法理）（※）を制定法化する。
　　（※）有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、

解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。
3. 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
　　有期労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、

その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはな
らないものとする。

<参考>「有期労働契約の在り方について」平成23年12月26日労働政策審議会建議

1　有期労働契約の締結への対応

　有期労働契約は、合理的な理由がない場合（例外事由に該当しない場合）には締結できないような仕組

みとすることについては、例外業務の範囲をめぐる紛争多発への懸念や、雇用機会の減少の懸念等を踏ま

え、措置を講ずべきとの結論には至らなかった。

2　有期労働契約の長期にわたる反復・継続への対応

　有期契約労働者の雇用の安定や有期労働契約の濫用的利用の抑制のため、有期労働契約が、同一の労働

者と使用者との間で5年（以下「利用可能期間」という。）を超えて反復更新された場合には、労働者の

申出により、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組み（転換に際し、期間の定めを除く労働条件は、

別段の定めのない限り従前と同一とする。）を導入することが適当である。

　この場合、同一の労働者と使用者との間で、一定期間をおいて有期労働契約が再度締結された場合、反
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復更新された有期労働契約の期間の算定において、従前の有期労働契約と通算されないこととなる期間

（以下「クーリング期間」という。）を定めることとし、クーリング期間は、6月（通算の対象となる有期労

働契約の期間（複数ある場合にあっては、その合計）が1年未満の場合にあっては、その2分の1に相当す

る期間）とすることが適当である。

　また、制度の運用にあたり、利用可能期間到達前の雇止めの抑制策の在り方については労使を含め十分

に検討することが望まれる。

　さらに、制度導入後に締結又は更新された有期労働契約から、利用可能期間の算定を行なうこととする

ことが適当である。

　なお、この仕組みによる期間の定めのない労働契約への転換がはじめて生じ得る時期から3年を経過し

た場合において、利用可能期間満了前の雇止めが懸念された議論の過程を踏まえ、施行の状況を勘案し、

期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講

ずることとすることが適当である。

3　「雇止め法理」の法定化

　有期労働契約があたかも無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、又は労働者にお

いてその期間満了後も雇用関係が継続されるものと期待することに合理性が認められる場合には、客観的

に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない雇止めについては、当該契約が更新されたも

のとして扱うものとした判例法理（いわゆる「雇止め法理」）について、これを、より認識可能性の高いルー

ルとすることにより、紛争を防止するため、その内容を制定化し、明確化を図ることが適当である。

4　期間の定めを理由とする不合理な処遇の解消

　有期契約労働者の公正な処遇の実現に資するため、有期労働契約の内容である労働条件については、職

務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、期間の定めを理由とする不合理なものと認められるもので

あってはならないこととすることが適当である。

5　契約更新の判断基準　

　有期労働契約の継続・終了に係る予測可能性と納得性を高め、もって紛争の防止に資するため、契約更

新の判断基準は、労働基準法第15条第1項後段の規定による明示をすることとすることが適当である。

6　1回の契約期間の上限等

　労働基準法第14条の1回の契約期間の上限については、現行の規制の見直しの有無について引き続き検

討することが適当である。

7　その他

　雇止め予告を法律上の義務とすること及び有期労働契約締結時に「有期労働契約を締結する理由」を明

示させることについては、措置を講ずべきとの結論には至らなかった。
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　厚生労働省では、労災保険に関して本年4月1日から保険料率の改正（平均で0.6/1000の引下げ）と、
災害発生率に応じて保険料を増減する「メリット制」適用対象の拡大を行ないました。前号で労災保険料率
の改正についてご案内いたしましたので、今号では、メリット制の改正についてご案内いたします。

1　労災保険のメリット制の改正
　労災保険のメリット制とは、事業場ごとの労働災害の発生状況に応じて、労災保険の料率・保険料を増減す
ることで、事業主の皆さんが労働災害防止に取り組む意欲を高めることを目的とした制度です。
　今回の改正は、建設業と林業について、メリット制の対象となる要件を緩和するもので、事業主の皆さん
の災害防止努力によって労災保険料が割引となる事業場が拡大することとなります。

メリット制の適用要件の改正について









快適な職場環境づくりをお手伝い致します！

労働衛生協会では精度の高い作業環境測定を実施しております。
　○高い技術と幅広い知識を持った作業環境測定士が測定から分析まで責任を持って行います。
　○適正に測定し、信頼できる評価をお客様にご提供致します。
　○作業環境改善のアドバイスまた労働衛生コンサルタントのご紹介も行っております。

有害物質を扱っている事業主は労働安全衛生法 65条等により作業環境測定の実施が義務付けられて
います。

測定・料金に関するご相談は下記までお気軽に連絡下さい。早急に貴社に出向き、測定点をデザインし
御見積を作成します。

建材中のアスベスト分析に関するお問い合わせ、副流煙に関するお問い合わせも受け付けております。

☎お問い合わせ先
　作業環境測定グル－プ　http://www.rodoeisei.or.jp/04_kankyo/04-1.html
　〒168-0072　東京都杉並区高井戸東 2-3-14　TEL 03-3331-2251　FAX 03-3331-0287





表紙：藤

5・6・7月の行事予定（平成24年）

1 平成24年度第1回理事会 5月  9日 15:00~16:00 日本閣ルーム0
2 平成24年度定時総会 5月16日 16:10~17:20 日本閣ルームW
3 同　上（懇親会） 同　　上 17:30~19:00 日本閣ソーホー
4 健康づくり研究会総会 5月18日 15:00~17:00 署会議室
5 職場のセクハラ・パワハラ防止基礎講習 5月22日   9:20~11:50　 BIZ新宿
6 行政運営方針等説明会 5月22日 13:30~16:30 BIZ新宿
7 第1回衛生推進者養成講習 5月29日   9:40~16:20 BIZ新宿
8 全国安全週間説明会 6月  5日 13:40~16:30 角筈区民ホール
9 第1回安全衛生推進者養成講習 6月12~13日 10:00~16:20 BIZ新宿

10 知っておきたい法律基礎講座（社会保険） 6月21日 10:00~16:30 BIZ新宿
11 知っておきたい法律基礎講座（労働時間） 7月18日 13:30~16:30 BIZ新宿
12 派遣労働者の雇用とトラブル防止基礎講習 7月20日 13:30~16:30     BIZ新宿
13 第1回石綿作業主任者技能講習 7月26~27日   9:20~16:40 BIZ新宿
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　早いもので、東日本大震災の発生からもう１年が経ち、
再び桜咲く季節となった。職場でも多くの新入社員を迎
え清新な雰囲気に満ちていることだろう。職場には温か
く育てていただくことをお願いし、新入社員の皆さんに
は、労働を通じて成長する喜びを見出し、仕事を通じて
成長していただきたいと願うところである。
　ところで、労基署の受理する申告受理件数はリーマン

・ショック後と同水準の高止まり状況にある。仄聞すると
ころによれば、若者を使い捨てにする、「ブラック企業」
も散見されるとのことであり、やり切れない思いでいる。
　このような企業には、健全な未来はないと思うものの
スタートからつまずく若者の立場を考えると、実に罪深
く許されることではない。社会的にも非難されてしかる
べきだ。関係当局の出番であり、奮闘を期待する。

編　集　後　記


